
乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン会議の位置づけ 
 
１．デザイン会議について 

・ デザイン会議は、メンバーが都市戦略を練る場として設定しています。 
・ メンバーの議論を聞いて頂けるように公開としています。 
・ メンバーの過半数が必要であると認めるときに限り、広く意見を聴くことがありますが（設置要綱

4 条 4）、基本的には要望や意見を伺う場としては設定しておりません。 
・ 市民が主体的に活動して頂ける場は、計画の進捗に応じて設けていきます。 
 
＞前回デザイン会議でご指摘いただいた内容 
・ 誰が話しているかわからない 

→席次を配布し、挙手をしてから発言する。 
・ 声が聞こえにくい。 

→マイクを使用する。 
 
２．乙川リバーフロント地区デザイン会議設置要綱【抜粋】 

（設置） 
第 1 条 公民連携まちづくりによる持続可能な都市経営の実現に向け、乙川リバーフロント地区整備計

画区域(以下「計画区域」という。)の公共空間（公園、河川、施設、道路、サインなど)及び民間空

間における都市デザインの調整を図り、都市デザインの優れた魅力的なまちづくりを推進するため、

乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン会議（以下「会議」という。）を実施する。 
（所掌事項） 
第２条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 公民連携まちづくりの仕組みづくりに関する事項  
(2) 計画区域の公共空間及び民間空間における都市デザインの調整に関する事項  
(3) デザインガイドラインの監修及び運用方針の検討に関する事項  
(4) その他都市デザインの推進に当たり必要な事項  
(5) 乙川リバーフロント推進会議との連携に関する事項  
(6) 乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン官民連携調整会議との連携に関する事項 

 
＊中略 
 
（会議） 
第４条 会議は、必要に応じて事務局が随時招集する。 

2 事務局は、メンバーの過半数が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 
3 事務局は、メンバーの過半数が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。 
4 事務局は、メンバーの過半数が市民から広く意見を聴く必要があると認めるときは、会議への出席

を希望する市民をあらかじめ募集し、意見を聴くことができる。 

資料１ 



３．委員 

⑴ 岡崎市市政アドバイザー 
清水義次［都市再生プロデュサー］：リノベーションまちづくりプロデューサー 
泉 英明［都市計画プランナー］：かわまちづくりプロデューサー 
藤村龍至［建築家］：おとがわプロジェクトデザインコーディネーター 

⑵ 民間事業者 
山田高広［まちづくりプランナー］：地元民間家守会社 

⑶ 岡崎市職員 
岡田晃典：企画財政部 
畔栁久司：経済振興部 
雑賀章友：経済振興部 
木下政樹：都市整備部 
鈴木亨一郎：都市整備部 

⑷ ランドスケープ専門家 
長谷川浩己［ランドスケープデザイナー］：セントラルアベニュー設計者 
 
４．席次 
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